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11
月
18
日
、
町
公
民
館
と
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー
で
、

「
鳥
取
西
部
風
力
発
電
事
業
説
明
会
（
日
本
風
力
エ

ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社
主
催
）」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
町
内
外
か
ら
総
勢
49
人
の
参
加
が
あ
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
で
ま
し
た
の
で
、
そ
の
一
部
を

紹
介
し
ま
す
。

　

今
後
も
事
業
に
進
展
が
あ
れ
ば
、
今
回
の
よ
う
な

説
明
会
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。
ま
た
、
集
落
単
位

で
の
説
明
も
要
望
が
あ
れ
ば
対
応
し
ま
す
。
詳
細
は
、

日
本
風
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

Ｑ
．
風
車
の
耐
用
年
数
は
？

Ａ
．
２
０
１
０
年
以
降
、
厳
し
い
技
術
要
件
の
も
と
、

建
設
さ
れ
た
風
車
は
20
～
30
年
は
保
つ
と
思
わ
れ
る
。

Ｑ
．事
業
終
了
後
、風
車
撤
去
費
用
は
捻
出
で
き
る
か
？

Ａ
．
こ
の
事
業
は
、
経
済
産
業
省
の
認
定
事
業
で
あ

り
、
運
転
開
始
後
は
、
撤
去
費
用
を
積
み
立
て
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、県
の
盛
土
条
例
に
よ
り
、

数
十
億
円
を
何
ら
か
の
形
で
預
金
し
、
県
が
質
権
を

設
定
す
る
た
め
、
撤
去
費
用
に
つ
い
て
も
一
定
度
担

保
さ
れ
て
い
る
状
態
で
着
工
す
る
こ
と
に
な
る
。

Ｑ
．
風
車
が
設
置
さ
れ
る
地
区
は
？

Ａ
．
具
体
的
な
位
置
は
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
。
お

お
よ
そ
の
位
置
（
町
内
）
は
、
舟
場
、
津
地
お
よ
び

安
原
地
区
の
可
能
性
が
高
い
。

Ｑ
．
超
低
周
波
音
の
健
康
被
害
は
な
い
の
か
？

Ａ
．
実
際
に
風
車
の
あ
る
琴
浦
町
の
風
車
か
ら

２
０
０
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
老
人
ホ
ー
ム
の
職
員
に
健

康
被
害
の
有
無
を
ヒ
ア
リ
ン

グ
し
た
結
果
、
健
康
被
害
は

な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

Ｑ
．
健
康
被
害
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
だ
け
で
は
、
本
人
が

健
康
被
害
と
気
づ
い
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
は

な
い
か
？

Ａ
．
今
後
事
業
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
地
域
の
皆
様

に
ご
安
心
い
た
だ
け
る
よ
う
調
査
や
説
明
を
行
い
、

必
要
に
応
じ
て
計
画
の
調
整
が
必
要
で
あ
れ
ば
行
い

た
い
と
考
え
て
い
る
。

Ｑ
．自
治
会
へ
の
説
明
は
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
？

Ａ
．
風
車
設
置
予
定
の
自
治
会
へ
の
説
明
会
は
実
施

し
て
い
る
。
そ
の
後
、
隣
接
地
区
、
必
要
に
応
じ
て

よ
り
広
域
に
説
明
を
行
う
予
定
。
自
治
会
で
の
説
明

を
要
望
さ
れ
る
場
合
は
、
日
本
風
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
株

式
会
社
ま
で
連
絡
い
た
だ
き
た
い
。

Ｑ
．
観
光
資
源
と
し
て
活
用
し
、
観
光
客
が
集
ま
れ

ば
、
町
も
経
済
的
に
潤
う
と
思
う
が
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
考
え
て
い
る
か
？

Ａ
．
再
エ
ネ
由
来
の
電
動
ア
シ
ス
ト
自
転
車
で
金
持

神
社
へ
の
観
光
や
展
望
台
の
設
置
な
ど
、
色
々
な
方

法
が
あ
る
と
思
う
。
地
元
の
方
と
な
に
が
最
適
か
話

し
合
い
、
寄
附
や
貢
献
を
行
い
た
い
。

鳥
取
西
部
風
力
発
電
事
業
説
明
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

【
事
業
説
明
会
開
催
希
望
な
ど
の
連
絡
先
】

日
本
風
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社
鳥
取
西
部
事
業
所

（
電
話
０
８
５
９-

２
１-

９
９
７
０
）

①スマホとマイナンバーカードでe-Tax！
　ご自宅からパソコン・スマートフォンで利用
できる e-Tax が便利です。
　マイナンバーカードと ICカードリーダライタ
またはマイナンバーカード対応のスマートフォ
ンがあれば、e-Tax（電子申告）を利用して申告
書を提出できます。

国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」

自宅等で作成！ ●確定申告会場にわざわざ出向く必要なし！● 24時間いつでも確定申告！
●自動で税額を計算！

—米子税務署からのおしらせ—

●申告書を作成
画面の案内に従って、
金額等を入力し作成。

●申告書を送信
▼マイナンバーカード方式
▼ ID・パスワード方式
いずれかの方法で送信。

※印刷して所轄の税務署へ提出もできます。

多くの人がスマホで見やすい専用
画面を利用できます。

③

②
申告書作成・送信

スマホ専用画面 申告書作成
QRコード▶
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【問合せ先】
小説「生田長江を出版する会」事務局（日野町図書館内）
（電話 0859-72-1300）

インターネットでのお申し込みは
コチラから！▶

　明治から昭和にかけてニーチェ全集の翻
訳、女性解放運動の先駆けとなった雑誌『青
鞜』の発刊を後押しした日野町出身の文学
者・生田長江を題材にした小説『火口に立
つ。』が、２月３日に刊行されます。
　物語は、明治 44 年、主人公の「律」と
いう女性が、21 歳で離婚したことをきっ
かけに日野町から上京し、生田長江の自宅
で家政婦になることから始まります。
　律の目を通し、生田長江をはじめ、平塚
らいてうなど、長江とかかわりのあった人
物の姿が多く描かれています。
　律がたくさんの人と出会い、さまざまな
経験をするなかで、自身の自立を探ってい
く姿を描いた、２年の年月をかけて書き上
げられた 500 ページにわたる長編小説で
す。ぜひご覧ください。

『火口に立つ。』
２月３日発売！

小説
日野町出身文学者
生田長江と一人の女性の物語。

波乱万丈なストーリー
「律」の目を通して身近に

　「火口に立つ。」という
タイトルは、明治・大正・
昭和という激しい時代の
真ん中で格闘した長江の
イメージから付けたもの
です。
　長江だけでなく、架空
の主人公である律を含めた、長江を取り巻く人たちや、
現代を生きる私たちもまた、火口に立っているのだと
いう思いを込めました。
　この本は、私が 13年前に出版した「TATARA」の続
編です。そちらにも長江が少しだけ登場していますが、
今回の主人公の律は、「TATARA」の主人公りんが、晩
年に近藤家で教えた娘たちの一人、つまりりんの次世
代の女性です。ほとんどの舞台は東京ですが、根雨も
もちろん出てきます。そういったところにも注目して
もらえたら嬉しく思います。

著者 /松本薫さん

※フォームからお申込みください。

先行予約受付中！
受付期間：1月 31日（水）まで

※詳細は13ページ「文化センターだより」をご覧ください。


